
 

大阪府私立幼稚園等給食費返還事業費補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 府は、大阪府内に所在する私立幼稚園等（以下「幼稚園等」という。）の設置者が幼稚園等の

臨時休業に伴う給食休止に係る給食費を保護者に対して返金等するための経費を補助することによ

り、保護者の負担軽減等に資することを目的として、予算の定めるところにより、幼稚園等設置者に

対し、大阪府私立幼稚園等給食費返還事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、

その交付については、大阪府補助金交付規則（昭和 45年大阪府規則第 85号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

２ 補助金の交付について、規則の規定を適用する場合は、規則中、「知事」とあるのは「大阪府教育

長（以下「教育長」という。）」と読み替えるものとする。 

 

（補助事業の内容等） 

第２条 この補助金の補助対象者、補助対象経費、補助対象期間、補助率及び補助上限額については、

別記に定めるとおりとする。ただし、他の補助金等の補助対象となるものを除く。 

 

（補助金の交付の申請） 

第３条 規則第４条第１項の申請にあたっては、補助金交付申請書（様式第１号）、要件確認申立書（様

式第２号）及び暴力団等審査情報（様式第３号）を教育長が指定する日までに提出しなければならな

い。 

 

（補助金の交付の決定及び通知） 

第４条 教育長は、前条の申請があったときは、規則第５条の規定により補助金の交付の決定を行い、

規則第７条の規定により補助金の交付の申請をした者に対し通知する。 

 

（補助金の交付の条件） 

第５条 規則第６条第１項第１号の規定による軽微な変更は、補助金の額に影響を及ぼさない変更とす

る。 

２ 規則第６条第１項第２号の規定による軽微な変更は、補助金の交付の目的の達成に影響を及ぼさな

い変更とする。 

３ 規則第６条第１項第１号及び第２号の規定による教育長の承認を受けようとするときは、あらかじ

め補助金変更承認申請書（様式第４号）を提出しなければならない。 

４ 規則第６条第１項第３号の規定による教育長の承認を受けようとするときは、あらかじめ補助金中

止（廃止）承認申請書（様式第５号）を提出しなければならない。 

５ 規則第６条第２項の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

（１）補助金は、第２条に規定する経費に充当しなければならない。 

（２）補助金の交付を受けた者は、補助金の収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明

確にし、補助事業に関するすべての関係書類とともに、補助事業の完了した日又は廃止した日の属

する年度の翌年度から 10年間保存しなければならない。 

（３）補助事業の執行状況に関しての調査又は報告を求められたときは、これに従わなければならない。 



 

（補助金の交付の申請の取下げ） 

第６条 補助金の交付の申請をした者は、規則第７条の規定による通知を受け取った日から起算して 10

日以内に限り当該申請を取り下げることができる。 

２ 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみ

なす。 

  

（実績報告） 

第７条 規則第 12 条の規定による報告は、補助金実績報告書（様式第６号）を補助事業完了の日又は

中止若しくは廃止の承認を受けた日から 30日以内又は交付の決定を受けた年度の翌年度の４月 10日

までのいずれか早い日までに、教育長に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付） 

第８条 教育長は、規則第 13条の規定による補助金の額の確定の後、当該補助金を交付する。ただし、

教育長は、補助事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、規則第５条に規定する補助金の交

付の決定した額の全額又は一部を概算払により交付することができる。 

２ 前項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、額の確定後教育長が指定する日までに、補

助金交付精算払請求書（様式第７号）を提出しなければならない。 

３ 第１項ただし書の規定により補助金の交付を受けようとする者は、規則第７条の規定による通知を

受け取った日以後教育長が指定する日までに、補助金交付概算払請求書（様式第８号）を提出するも

のとする。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第９条 教育長は、補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない

ものであって、補助金の額の確定時において当該消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、前条第

１項の額の確定において当該仕入控除税額に相当する額を減額するものとする。 

２ 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控

除税額が明らかでないものであって、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該消費

税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税等仕入控除税額確定報告書（様式第９号）を

教育長に提出しなければならない。 

３ 教育長は、前項の報告書の提出があった場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当する額の全部

又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（その他） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

（施行期日等） 

この要綱は、令和２年８月 17日から施行する。 

 



 

別記（第２条関係） 

 

 

１ 補助対象者 

   大阪府内に所在する私立幼稚園（私学助成を受ける幼稚園と施設型給付を受ける幼稚園に限る）

及び各種学校のうち外国人学校（幼稚部、小学部、中学部を設置する外国人学校に限る）の設置者 

 

 

２ 補助対象経費 

   新型コロナウイルス感染症対策に係る大阪府の臨時休業要請による臨時休業に伴う給食の中止

により、本来保護者が負担することとなる経費を補助対象者が負担した場合における給食費等に相

当する経費 

 

【補助対象者が負担した給食費等に相当する経費】 

   臨時休業の期間に対応する下記の経費を補助対象とする。なお、本事業開始以前より、給食費の

全部又は一部を補助対象者が負担している場合は、補助対象者が負担している臨時休業の期間に相

当する分を本対象経費に含む。 

  ①補助対象者がキャンセルせずに事業者から購入した食材に係る経費及びその処分に要した経費

（ただし、補助対象者が当該食材を転売できた場合、その売上金額分は除くものとする） 

  ②事業者に対して既に発注されていた食材に係る違約金等（ただし、補助対象者が当該食材を転売

できた場合、その売上金額分は除くものとする） 

  ③その他返金等に要する経費（保護者に返金する際の銀行振込手数料等） 

 

 

３ 補助対象期間 

  大阪府の臨時休業要請の始期（令和２年３月２日）から、令和元年度春季休業の開始日の前日ま

で 

 

 

４ 補助率 

  補助対象経費の４分の３（ただし、５に定める補助上限額を限度とする。） 

 

 

５ 補助上限額 

  （１）私立幼稚園及び外国人学校の幼稚部：園児１人につき１日あたり 172円 

  （２）外国人学校の小学部：児童１人につき１日あたり 174円 

  （３）外国人学校の中学部：生徒１人につき１日あたり 234円 



様式第１号

                 

  年  月  日

学校の設置者名

代表者役職氏名（記名押印又は署名）

１ 算出内訳 （単位：円）

交付対象事業に要する経費
（総事業経費）

交付対象経費 交付申請額

   大阪府教育長 様

（添付書類）
 ・ 事業計画書（様式第１号－１）
  ・ その他教育長が必要と認める書類

大阪府私立幼稚園等給食費返還事業費補助金交付申請書

記

 大阪府私立幼稚園等給食費返還事業費補助金を下記のとおり受けたいので、大阪府私立幼稚園等給食
費返還事業費補助金交付要綱第３条の規定により、関係書類を添えて申請します。



様式第１号－１

（単位：円）

交付対象事業の内容
交付対象事業に
要する経費
（総事業経費）

交付対象経費 交付申請額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

計 0 0 0

事業計画書
設置者名：

※実績報告の際は対象経費の金額が確認できる書類を添付することとなるためご留意願いま
す。



様式第２号 

要件確認申立書 

 
大阪府教育長 様 

 

 

大阪府補助金交付規則（以下「規則」という。）第４条第２項第３号の規定に基づき、

大阪府私立幼稚園等給食費返還事業費補助金にかかる交付申請を行うにあたり、当

設置者は、規則第２条第２号イ～ハまでのいずれにも該当しないことを申立てます。 

なお、いずれかに該当することとなった場合には、直ちにその旨を届け出ます。 

また、規則第２条第２号イ～ハまでのいずれかの該当の有無等に関して調査が必

要となった場合には、大阪府が求める必要な情報又は資料を遅滞なく提出するととも

に、その調査に協力し、調査の結果、該当することが判明した場合には、規則第１５

条に基づき、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消されても、何ら異議の申

し立てを行いません。 

 

１ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する 

「暴力団」をいう。） 

 

２ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定す 

る「暴力団員」をいう。） 

 

３ 暴力団密接関係者（大阪府暴力団排除条例第２条第４号に規定する「暴力団密 

接関係者」をいう。） 

 

４ 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を 

終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から１年を経過しない者 

 

５ 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第４９条 

に規定する排除措置命令又は同法第６２条第１項に規定する納付命令を受け、そ 

の必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から１年を経過しない者 

 

 

 

  年  月  日 

 

設置者所在地              

設 置 者 名              

代 表 者 名                 印  

 

 



様式第３号

姓 名 姓 名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 ※役員数に応じ、適宜、行を追加すること。
 ※２枚以上にまたがる場合は、割印をすること。
 ※役員の変更による報告の場合は、変更した者のみにつき記載すること。
 ※役職区分の欄には、設置者が法人の場合は「役員」又は「監事」のいずれかを、個人の場合は「設置者」と記載すること。
 ※生年月日の元号は、アルファベットで記載すること。
 ※性別の欄は、男性は「M」、女性は「F」と記載すること。

  年  月  日

設置者所在地
設 置 者 名
代 表 者 名 印

住所漢字
元号 年 月 日

性別

暴力団等審査情報

 大阪府補助金交付規則（以下「規則」という。）第４条第２項第３号の規定に基づき、大阪府私立幼稚園等給食費返還事業費費補助金にか
かる交付申請を行うにあたり、規則第２条第２号イに該当しないことを審査するため、本書面を提出するとともに、大阪府暴力団排除条例第
２４条に基づき、府警察本部へ提供することに同意します。
 なお、役員の変更があった場合は、直ちに本様式をもって報告します。

生年月日

役職区分

役員等氏名

カナ



様式第４号

年 月 日

様

学校の設置者名
代表者役職氏名（記名押印又は署名）

1 交付決定額 円

2 変更後の額 円

3 変更増減額 円

4 変更の事由

5 添付資料
・交付決定通知書の写し
・変更後の様式第１号－１「事業計画書」
・その他教育長が必要と認める書類

大阪府私立幼稚園等給食費返還事業費補助金変更承認申請書

   年  月  日付け大阪府指令 第  号で交付決定のあった大阪府私立幼稚園等給食費返還
事業費補助金について、大阪府補助金交付規則第６条第１項第１号及び第２号に定める変更を承認く
ださるよう、大阪府私立幼稚園等給食費返還事業費補助金交付要綱第５条第３項の規定により、下記
のとおり申請します。

記

大阪府教育長



様式第５号

年 月 日

大阪府教育長 様

学校の設置者名
代表者役職氏名（記名押印又は署名）

1 交付（変更）決定額 円

2 中止（廃止）年月日

3 事業中止（廃止）の理由

4 添付書類
・交付（変更）決定通知書の写し
・その他教育長が必要と認める書類

大阪府私立幼稚園等給食費返還事業費補助金中止（廃止）承認申請書

   年  月  日付け大阪府指令  第    号で交付決定のあった大阪府私立幼稚
園等給食費返還事業費補助金について、下記の理由により交付対象事業を中止（廃止）した
いので、大阪府私立幼稚園等給食費返還事業費補助金交付要綱第５条第４項の規定により、
下記のとおり申請します。

記



様式第６号

   大阪府教育長 様

学校の設置者名

代表者役職氏名（記名押印又は署名）

１ 補助金の実績   （単位：円）

２ 添付書類

・様式第６号－１「補助事業実績調書」

・その他教育長が必要と認める書類

  年  月  日付け大阪府指令  第    号で交付決定のあった大阪府私立幼稚園等給食費返還
事業費補助金について、大阪府私立幼稚園等給食費返還事業費補助金交付要綱第７条の規定により、関係
書類を添えて報告します。

年 月 日

大阪府私立幼稚園等給食費返還事業費補助金に係る実績報告書

記

交付決定額 補助事業実績額 差引精算額



様式第６号－１

（単位：円）

交付対象事業の内容
交付対象事業に
要した経費

（総事業経費）
交付対象経費 補助事業実績額

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

計 0 0 0

補助事業実績調書
設置者名：

※対象経費毎に金額が確認できる書類（見積書、契約書、領収書など）を全て添付するこ
と。



様式第７号（精算払） 

 

        年  月  日 

 大阪府教育長  様 

 

 

設置者名                 

代表者名               印 

 

 

 

年度大阪府私立幼稚園等給食費返還事業費補助金交付精算払請求書 

 

 

 

 

 

  年  月  日付け大阪府指令  第   号で交付決定のあった大阪府私立幼

稚園等給食費返還事業費補助金を上記のとおり交付されるよう、大阪府私立幼稚園等給食

費返還事業費補助金交付要綱第８条第２項の規定により請求します。 

 

 

 

記 
 
 

１．交付決定額                円 

 

２．既交付額                 円 

 

３．今回請求額                円 

 

４．残額                   円 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 



様式第８号（概算払） 

 

年  月  日 

 

 大阪府教育長  様 

 

 

              

設置者名                 

代表者名               印 

 

 

 

年度大阪府私立幼稚園等給食費返還事業費補助金交付概算払請求書 

 

 

 

 

 

  年  月  日付け大阪府指令  第   号で交付決定のあった大阪府私立幼

稚園等給食費返還事業費補助金を上記のとおり交付されるよう、大阪府私立幼稚園等給食

費返還事業費補助金交付要綱第８条第３項の規定により請求します。 

 

 

 

記 
 
 

１．交付決定額                円 

 

２．既交付額                 円 

 

３．今回請求額                円 

 

４．残額                   円 

 

 

 

 

 

 

 



様式第９号

  年  月  日

学校の設置者名
代表者役職氏名（記名押印又は署名）

 

（注）別紙として返還額に係る積算の内訳を添付すること。

（添付書類）
 ・確定申告書の写し
 ・課税売上割合等が把握できる資料
 ・特定収入の割合を確認できる資料
 ・その他教育長が必要と認める書類

１．補助金交付決定額        円

２．補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額  円

３．消費税及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税及び地方消費税に係る
仕入控除税額    円

４．補助金返還相当額（上記３から２の額を差し引いた額）    円

    大阪府教育長 様

大阪府私立幼稚園等給食費返還事業費補助金に係る消費税等仕入控除税額確定報告書

    年  月  日付け大阪府指令  第   号で補助金の交付の決定を受けた大阪府私
立幼稚園等給食費返還事業費補助金について、大阪府私立幼稚園等給食費返還事業費補助金交
付要綱第９条第２項の規定により、下記のとおり提出します。

記


